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                           上田委員提出資料 
 

 

 

食品添加物表示制度に関する検討の開始にあたって 

 

平成 31 年 4 月 18 日           

                               一般社団法人日本食品添加物協会 

                                              上田 要一 

 

 

食品添加物表示制度に関する検討会開催にあたり、以下の通り意見を提出します。 

 

１． 消費者及び事業者の意見を十分に把握したうえで、検討会の論点を定めるべき 

食品添加物は、現在の日本の食生活を支えている加工食品の製造に不可欠

であり、食品の品質を高めるとともに、食糧資源の有効活用や食品ロスの低減と

いう面で環境対策にも貢献しております。また、長年にわたる行政諸機関と事業

者の取り組みによって食品添加物を使用した食品の安全は確保されております。 

消費者に対して必要な情報を提供するという表示の目的を踏まえ、現状の食

品添加物表示制度について消費者及び事業者の意見をしっかりと把握したうえ

で検討会の論点を明確に定めて頂きたい。 

 

２． 表示制度の検討と併せてリスクコミュニケーションのあり方を検討すべき 

食品安全委員会が平成 27 年に実施した「食品に係るリスク認識アンケート調

査」の結果によると、食品添加物を使用した食品の安全性に対する捉え方につ

いて、食品安全の専門家と消費者との間には大きなギャップが認められます。食

品のリスク評価とリスク管理の考え方についての理解の不足が国民にとって不

利益であることは明白であり、行政によるリスクコミュニケーションのさらなる推進

が必要な状況と考えます。また、学校教育における正確な情報提供を各省庁間

での連携のもとに推進することが必要と考えます。 

食品添加物表示制度の検討とリスクコミュニケーション不足の問題は関連して

いると考えられますので、検討会の場で十分に議論して頂きたい。 
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３． 無添加・不使用表示を禁止すべき 

食品添加物に係る無添加・不使用表示は、以下のような誤認に繋がるおそれ

があるので禁止すべきと考えます。  

（１） “○○無添加”と表示された場合、“他の食品添加物も使用されていない”、

あるいは“食品添加物の使用量が少ない”との誤認に繋がるおそれがありま

す。特に、“○○”の文字に比較して“無添加”の文字が大活字等で強調され

た場合は、そのおそれが大きいと考えます。 

（２） 単に“無添加”と表示された場合、食品原料も含めて対象の原材料が不明

確なため、著しい誤認に繋がるおそれがあります。特に、大活字等で強調さ

れた場合は、そのおそれが大きいと考えます。 

（３） “無添加”を標榜する食品の流通が、食品添加物を使用しない食品が使用し

た食品よりも安全であるとの誤認に繋がり、行政諸機関による食の安全確

保に向けた長年の取り組みへの理解を妨げていると考えます。 

 

４． 食品事業者の実行可能性を十分に検証すべき 

食品表示は食品事業者にとって製品を開発、改良する際の重要事項となって

おり、近年の食品表示制度の相次ぐ変更により、事業者に大きな負担が発生し

ていると考えられます。食品添加物表示制度を見直す場合も同様に、広範な事

業者に大きな影響を及ぼすと考えられます。検討にあたっては、中小事業者を含

め、食品事業者の実行可能性について十分な検証が必要と考えます。 

 

５． アレルゲンや消費期限等の特に安全性に係る表示を優先させ、現状の制度維持

も視野に入れて、食品添加物表示制度の検討を行うべき 

食品事業者が“おいしさ”や“食べやすさ”を実現するため、複数の食品添加物

を組み合わせて使用することが多いのが日本の食品産業の特徴であり、現在の

食品添加物表示は見やすさ、分かりやすさの点で消費者にメリットがあると考え

ます。 

これらのメリットを踏まえ、アレルゲンや消費期限等の安全性に係る重要事項

を含めた食品表示全体の視認性確保、及び限られた表示スペースの有効活用と

いう視点で検討を行う必要があると考えます。 
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